
NPO 法⼈⻘少年ふれあい育成団体/そろばん普及会宛 

下記いずれかの欄にご記⼊ください。＊この届書をもって⼤阪ガスファイナンス㈱（以下⼤ガス）の⼝座振替を停⽌いたします。 

退会届  
 

 

 

 

＊退会届は、退会⽉の前⽉末までに講師への提出厳守でお願いいたします。 

＊無断による退会は、⼤ガスの⼝座振替が停⽌されず継続されますのでご注意下さい。 

 

休会届 
 
    年   ⽉   ⽇（届⽇） ←退会⽉の前⽉末までに提出 
 
 

     教室名 ⽣徒名               
 
 

 

＊休会届は、休会⽉の前⽉１０⽇までに講師への提出厳守でお願いいたします。 
＊帰省、旅⾏等で⻑期間お休みされる場合も、届け出がなければ⽉会費及び諸費⽤は発⽣します。 
＊諸事情により期⽇迄に届け出できない場合は、必ず事前に担当講師へ連絡してください。期⽇迄に届け出がない
場合は、⽉会費及び諸費⽤が発⽣しますのでご注意下さい。 
＊休会期間終了後に、休会を継続される⽅は再度休会届を、休会からの退会をされる⽅は改めて退会届の提出が必
要となります。提出がない場合は復会とみなし、上記休会期間の翌⽉から⼤ガスの⼝座振替が発⽣します。 
＊無断による休会は、⼤ガスの⼝座振替が停⽌されず継続されますのでご注意下さい。 
 

    年   ⽉   ⽇（講師への届出⽇）  
 

     教室  学年    ⽣徒名               

 

                 保護者名              

＊退会・休会の意向は、必ず保護者様からお願い致します。     以上 

  ⽉末にて退会いたします。 

（⼤阪市塾代助成⾦の利⽤者様はこの届書の提出をもって塾代利⽤、⼤ガスの⼝座振替（振替対象者

のみ）を停⽌いたします。） 
（退会理由） 
 

 

 

  ⽉休会いたします。 

休会期間：  年   ⽉ 〜   年  ⽉迄⇦未定の場合は毎⽉ご提出下さい 

（⼤阪市塾代助成⾦の利⽤者様はこの届書の提出をもって塾代利⽤、⼤ガスの⼝座振替（振替対象者

のみ）を停⽌いたします。） 
（休会理由） 
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